
１４ 災害時応援協定

イ 上田薬剤師会

災害時の医療救護活動及び医薬品等の供給についての協定書

上田地域広域行政事務組合（以下「甲」という。）と社団法人上田薬剤師会（以下「乙」とい

う。）とは災害時における医療救護活動及び医薬品等の供給について、次のとおり協定を締結

する。

（趣旨）

第１条 この協定書は、災害時における広域的な対応を図るため、甲を組織する市町村（坂城

町を除く。以下「組織市町村」という。）がそれぞれ策定する地域防災計画（以下「防災計画」

という。）に基づき、災害時に行う医療救護及び医薬品等の供給に対する乙の協力に関し、必

要な事項を定めるものとする。

（医療救護計画）

第２条 乙は、医療救護活動の円滑な実施を図るため、医療救護計画を策定し、これを甲に提

出するものとする。

２ 乙は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を甲に提出するも

のとする。

３ 甲は、前２項の規定により乙から提出を受けた医療救護計画を、組織市町村に周知するも

のとする。

（薬剤師班の派遣）

第３条 組織市町村は、それぞれの防災計画に基づき、必要に応じ乙に薬剤師班の派遣を要請

するとともに、甲に報告するものとする。

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、医療救護計画に基づき、薬剤師班の派遣を要請した組

織市町村に派遣するものとする。

３ 緊急やむを得ない事情により、乙が第１項の規定による組織市町村からの要請を待たずに

薬剤師班を派遣した場合は、速やかに甲を通じて派遣した組織市町村に報告し、その承認を

得るものとする。

（薬剤師班に対する指揮）

第４条 乙が派遣する薬剤師班に対する指揮は、医療救護活動の迅速かつ円滑な運営を図るた

め、派遣を受ける組織市町村が、乙の代表者を通じて行う。

（薬剤師班の業務）

第５条 乙が派遣する薬剤師班は、派遣を受ける組織市町村が避難場所及び災害現場等に設置

する救護所及び医薬品等の集積場所において医療救護を行う。

２ 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。

(1) 傷病者等に対する調剤及び服薬指導

(2) 医療救護班への薬剤服用に関する助言

(3) 医薬品等の仕分け及び管理

(4) その他必要な事項

（薬剤師班の輸送）

第６条 派遣を受ける組織市町村は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、薬剤師班の輸送

について、必要な措置をとるものとする。

（医薬品等の供給）

第７条 乙が派遣する薬剤師班が使用する医薬品等は、当該薬剤師班が携行するものとする。

２ 派遣した組織市町村から医薬品等の供給の要請を受けた場合、乙は速やかに必要な措置を



講ずるものとする。

（救護所の設置等）

第８条 組織市町村又は甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置する。

２ 派遣を受ける組織市町村又は甲は、救護所において薬剤師班が必要とする給食及び給水を

行うものとする。

（調剤費）

第９条 救護所における調剤費は、無料とする。

（費用弁償等）

第１０条 派遣を受けた組織市町村は、乙が医療救護を実施した場合に要する次の費用を負担

するものとする。

(1) 薬剤師班の派遣に要する費用

(2) 薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償

２ 医薬品等の供給を要請した組織市町村は、医薬品等を供給した場合の実費を負担するもの

とする。

３ 前２項に定める費用の額については、別に定める。

（損害補償）

第１１条 派遣を受けた組織市町村は、医療救護活動従事中に乙が災害を受けたときは、甲の

上田地域広域行政事務組合に上田市及び組織町村の条例を準用する条例（平成３年組合条例

第１６号）第２条第９号の規定に準じ、そのつど協議して補償を行うものとする。

２ 第８条の規定により設置した救護所において、医療救護活動により生じた施設及び設備の

損傷については、派遣を受けた組織市町村が負担する。

（第三者に対する損害補償）

第１２条 医療救護活動従事中に第三者に及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額

は、甲乙及び派遣を受けた組織市町村が協議のうえ定めるものとする。

（報告）

第１３条 乙は、医療救護活動終了後速やかに、甲の定めるところにより医療救護活動従事者

の氏名及び人数その他医療救護活動の内容を派遣した組織市町村に報告するものとする。

２ 乙は、第７条第２項の規定に基づき医薬品等を供給したときは、そのつど甲の定めるとこ

ろにより供給した組織市町村に報告するものとする。

３ 組織市町村は、前２項に規定する報告を乙等から受けたときは、報告書を取りまとめ速や

かに甲に提出するものとする。

（費用等の請求）

第１４条 乙は、第１０条に規定する費用及び第１１条に規定する補償（以下「費用等」とい

う。）を請求するときは、甲の定める方法により行うものとする。

（費用等の支払）

第１５条 派遣及び医薬品等の供給を受けた組織市町村は、前条の規定により費用等の請求が

あったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その費用を速やかに乙に支

払うものとする。

（細目）

第１６条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。

（協議）

第１７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施にあたって疑義が生じた場合は、甲

乙及び派遣を受けた組織市町村が協議のうえ定めるものとする。



（協定期間）

第１８条 この協定書の有効期間（以下「協定期間」という。）は、平成９年２月１日から平成

９年３月３１日までとする。

２ 前項の協定期間の満了する日の１か月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないとき

は、協定期間は更に１年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各１通を保

有する。

平成９年２月１日

長野県上田市大手一丁目１１番１６号

甲 上田地域広域行政事務組合

上記代表者

上田地域広域行政事務組合長 竹 下 悦 夫 印

長野県上田市大字国分９９４番地１

乙 社団法人 上田薬剤師会

上記代表者

上田薬剤師会長 工 藤 義 房 印



医療救護活動及び医薬品等供給実施細則

平成９年２月１日付をもって締結した「災害時の医療救護及び医薬品等の供給についての協

定書」（以下「協定書」という。）第１６条の規定に基づき、実施細則を次のとおり定める。

（薬剤師班）

第１条 薬剤師班は、薬剤師２名で構成し、必要がある場合は、人数を増やすことができる。

（実施報告）

第２条 乙は、協定書第３条の規定に基づき薬剤師班を派遣したときは、医療救護活動終了後、

各班ごとの医療救護活動実施報告書（様式第１号）、医療救護報告書（様式第２号）、医薬品

等使用報告書（様式第３号）及び医薬品等分類報告書（様式第４号）により速やかに派遣し

た組織市町村に報告するものとする。

２ 乙は、協定書第７条第２項の規定に基づき医薬品等を供給したときは、そのつど医薬品等

引渡し書（様式第５号）により速やかに供給した組織市町村に報告するものとする。

（事故報告）

第３条 乙は、協定書第３条の規定に基づく医療救護活動において、薬剤師班員が負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、事故報告書（様式第６号）により速やかに派遣

した組織市町村に報告するものとする。

（施設等損傷報告書）

第４条 乙は、協定書第３条の規定に基づく医療救護活動において、施設及び設備を損傷した

ときは、施設及び設備損傷報告書（様式第７号）により速やかに派遣した組織市町村に報告

するものとする。

（費用弁償の額）

第５条 協定書第１０条第１項第１号に規定する額は、別表に定める額とする。

（費用等の請求）

第６条 乙は、協定書第１４条に規定する費用等の請求は、費用弁償請求書（様式第８号）医

薬品等実費弁償請求書（様式第９号）及び施設及び設備の損傷に係る損害補償請求書（様式

第１０号）により派遣した組織市町村に請求するものとする。

（別表）

費用の種類 対象者 費用算定の基礎となる規定

報 酬 薬剤師

災害救助法施行規則（昭和３４年長野県規則第３号）第９

条別表第３の１の例による。この場合において、同表の１の

ア中「日当」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

旅 費 薬剤師

職員の旅費に関する条例（昭和４６年上田地域広域行政事

務組合条例第７号）第２条の規定に基づく職員の旅費に関す

る条例（昭和３５年上田市条例第４０号）の例による。

時間外勤務手当 薬剤師

上田地域広域行政事務組合に上田市および組織町村の条

例を準用する条例（平成３年上田地域広域行政事務組合条例

第１６号）第２条第１１号の例による。この場合において、

同条第１１号に規定する条例第４２条の勤務１時間当たり

の給与額は、災害救助法施行規則第９条別表第３の１に規定

する日当の額を一般職の職員の勤務時間数で除して得た額

とする。

※ 様式は省略


